
独立行政法人等が扱う申請・届出等手続で平成１５年度までにオンライン化実施方策提示が困難な手続

手続名 根拠法令名・根拠規定
オンライン化
できない理由

オンライン化できない理由（内容）等

補償金額の協議 水害予防組合法第５０条第３項 4 相手のシステム環境が不明なため平成１６年度以降引き続き検討

水防活動による損失補償請求 水防法第２１条第２項 4 相手のシステム環境が不明なため平成１６年度以降引き続き検討

タクシー運転者の登録 タクシー業務適正化特別措置法第５条 4 写真の貼付及び運転免許証の各種証明書の提示・添付により厳美津審査を行うため引き続き検討

登録事項の変更等の届出 タクシー業務適正化特別措置法第８条 4 運転免許証等の各種証明書の提示・添付により現物審査を行うため引き続き検討

運転者証の交付
タクシー業務適正化特別措置法第１４
条

4
タクシー業務適正化特別措置法第１３条により表示義務があり、写真の貼付を要するもので引き続き検
討

運転者証の記載事項の訂正
タクシー業務適正化特別措置法第１５
条

4
タクシー業務適正化特別措置法第１３条により表示義務があり、写真の貼付を要するもので引き続き検
討

個人タクシー事業者乗務証の交
付

タクシー業務適正化臨時措置法第４６
条第２項

4
タクシー業務適正化特別措置法第１３条により表示義務があり、写真の貼付を要するもので引き続き検
討

更正登録申請書の提出
タクシー業務適正化特別措置法施行規
則第７条第２項

4 再発行が伴うため写真と現物確認が必要のため１６年度以降引き続き検討

事業者乗務証の記載事項の訂正
タクシー業務適正化特別措置法施行規
則第３１条第１項

4 写真の貼付及び運転免許証の提示を要するため１６年度以降引き続き検討

運転者証の再交付
タクシー業務適正化特別措置法第１７
条

4
タクシー業務適正化特別措置法第１３条により表示義務があり、写真の貼付を要するもので引き続き検
討

出資者に対する予算関係書類の
送付

自動車事故対策センター法第３７条 4
平成１３年１２月の特殊法人等整理合理化計画を受けて組織の見直しを進めているところであり、見直
し結果を踏まえ、検討。

自動車（検査対象外軽自動車及
び小型特殊自動車を除く。）の
新規検査

道路運送車両法第５９条第１項 4 ワンストップサービスの動向を踏まえ方策を検討

自動車（検査対象外軽自動車及
び小型特殊自動車を除く。）の
継続検査

道路運送車両法第６２条第１項 4 ワンストップサービスの動向を踏まえ方策を検討

1ﾍﾟｰｼﾞ



独立行政法人等が扱う申請・届出等手続で平成１５年度までにオンライン化実施方策提示が困難な手続

手続名 根拠法令名・根拠規定
オンライン化
できない理由

オンライン化できない理由（内容）等

臨時検査（小型特殊自動車を除
く。）

道路運送車両法第６３条第２項 4 当該自動車の提示が必要なため１６年度以降引き続き検討

自動車検査証の記載事項の変更
について自動車検査証の記入
（検査対象外軽自動車及び小型
特殊自動車を除く。）

道路運送車両法第６７条第１項 4 現物（当該自動車及び自動車検査証）の提示が必要なため１６年度以降引き続き検討

自動車（検査対象外軽自動車及
び小型特殊自動車を除く。）の
予備検査

道路運送車両法第７１条第１項 4 ワンストップサービスの動向を踏まえ方策を検討

自動車検査証の交付 道路運送車両法第７１条第４項 4 現物交付が必要なため１６年度以降引き続き検討

自動車予備検査証の交付に係る
自動車の臨時検査

道路運送車両法第７１条第７項（第６
３条第２項本文準用）

4 当該自動車の提示が必要なため１６年度以降引き続き検討

自動車予備検査証の記載事項の
変更記入

道路運送車両法第７１条第８項（第６
７条第１項準用）

4 現物（当該自動車及び自動車予備検査証）の提示が必要なため１６年度以降引き続き検討

運搬方法確認
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律第６１条の４３第１
項

4
行政改革大綱の公益法人制度の見直し要請に基づく委託事業のあり方を検討中であり、それらの結果を
踏まえて対応する。

運搬方法確認
放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律第４１条の１１第１
項

4
行政改革大綱の公益法人制度の見直し要請に基づく委託事業のあり方を検討中であり、それらの結果を
踏まえて対応する。

航空身体検査証明の申請 航空法第３１条第１項 4

申請については、指定航空身体検査医による面談及び航空身体検査指定機関(医療機関)からの診断書提
出が必要なため、これらがオンライン化可能になった後、順次実施予定。交付については、航空法第６
７条の規定により航空身体検査証明書（写し不可）の携帯が義務づけられているため、オンライン化不
可。

航空身体検査証明申請書の返付 航空法施行規則第６１条の３第１項 4 航空身体検査証明申請書の提出を電子化することが困難なため。

有害液体物質の事前処理の確認
海洋汚染及び海上災害の防止に関する
法律第９条の２第４項

4 現物審査が必要であり、申請・確認通知部分の電子化等の提示について引き続き検討

所 管 手 続 数 合 計 24
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独立行政法人等が扱う申請・届出等手続で平成１５年度までにオンライン化実施方策提示が困難な手続

手続名 根拠法令名・根拠規定
オンライン化
できない理由

オンライン化できない理由（内容）等

(注）１　本表は、平成１５年度までにオンライン化実施方策の提示が困難であるものについて記載する（別添独立行政法人等１Ａのうち該当するものを転記）。

　 ２　「オンライン化できない理由」欄には、「申請時に電磁的記録に代えることが困難な現物の提示を要する場合」は「１」、「申請者への対面審査（出頭の義務
　　　付け）を要する場合」は「２」、「その他の場合（手続の性質によりオンライン化条件整備ができないものに限る。）」は「３」、「オンライン化は実施す
　　　るが、平成１５年度までに実施困難な場合」は「４」と半角英数字で記入すること。
　　　　なお、平成１４年１月７日付け「行政手続のオンライン化に関する調査について（依頼）」の「②オンライン化実施困難手続の把握のための調査」
　　　との整合を図ること。

　 ３　「オンライン化できない理由（内容）等」欄には、別添独立行政法人等１Ａの「備考」欄の記載事項のうち、オンライン化できない理由の内容等を記入すること。
　　　　なお、上記１月７日付け調査の様式②付表との整合を図ること。
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